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後期アッパース朝の私領地

における園庫の取り分

一一「宰相史』の記述を中心に一一

清 水 円
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2 脱穀場における穀物分配のあり方

3 ムカーサマにおける取り分の襲警更と書記の規則

(1) カティ ーアとイスターン

(2) ムカーサマの比率第更

4 園庫の取り分に聖せする政治的正嘗性の封立

(1) 園庫の取り分の凍結と追徴

(2) 正嘗性の封立と書記術

5 おわりに

1 はじめに

西暦10世紀頃より始まる解瞳期のアッパ ース朝支配瞳制において，租税牧入

の確保は非常に大きな課題であった。特に，買買，開墾，寄進，圏い込み等の

手段によ って成立した私領地(ダイアc1ay‘a)の抜大は，それらの私領地におけ

る租税，すなわち園庫の取り分 I)aqqbayt al-malの徴牧問題を引き起こすこ

ととなった。

カーエン Cl.Cahen， ラムトンA.K S. Lambtonらによれば，軍事イクタ

ー施行以前のアッバース朝瞳制下においては，所有権を授輿された小規模なカ

ティ ーア qatγaと呼ばれる私領地とともに，有力者のもとにダイア d旬、と呼

ばれる私領地が形成され，それらのダイアは一般農地の圏い込み I)awzや新規

の開墾，弱小農民からの保護を求めての土地の寄進 talji'a，そして購入などの

手段によ って大私領地化してし、った。さらに，有力者たちはこれらのダイアに

おける徴税を逃れるべく，それらの土地をタスウ ィー グ taswigh と呼ばれる
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克税特権地やムカーター muqata'a，ィーガール ighar と呼ばれる定額梯いの

減税地に穂換することを試みた。また徴税作業自瞳も徴税請負契約 clamanに

よって徴税請負人 claminに委任され，政府の徴税官、milはその能力を失っ

ていった。さらに，地方レベルにおいては地方有力者が買力をもって割援し，

中央政府に劃する税の迭金を停止しまたムカーターの承認を受けて僅かな額

の迭金をするのみとなった， と考えられている(1)。さらにカーエンらは， この

ようなタスウィーグとイーガールの延長として，軍事イクターの成立をとらえ

ているのである(2)。

しかし，以下に多くの例を見るように，少なくともイラクを中心とする地方

においては，アッパース朝園家の，私領地に劃する徴税能力を車純に遁ノj、評債

することは安嘗ではなレ。大土地所有者が徴税を逃れようと試みる一方で，ご

く一部の短期的な例外をのぞく全ての私領地においては，園家の取り分が措定

され，その徴牧努力がなされていたのである。にもかかわらず， このような私

領地における租税の徴牧が，現質にどのように決定され， どのような形態で行

われていたかについては，あまり大きな関心をよんでこなかった。

そこで本稿においては，私領地における園庫の取り分の徴牧のあり方に着目

しそれを通してアッパース朝園家と私領地，政府官僚と私領主の相互関係の

考察を試みたい。

アッパース朝の財政問題については，フォン・クレーマー A.F. von Kremer 

(1) Cahen， Cl.，“L'企volutionde l'iqta‘du IX. aux XIU. siecle. Contribution 

une histoire comparee des societes medievales"， Les Peuples Musul押~ans dans 

L'histoire Medievale， Damas， 1977， pp.231-269 (カーエン箸， 渡逢金一・加藤博
誇『比較祉禽経済史』創文社， 1988年);al-DurI，‘Abd al-'Azlz， Ta'rikh al-'Iraq 
al-Iqti~ãdï， Bayrut， 1986; idem，“The Origins of Iqta‘in IslamヘAb}Jath，22， 

1969; Lambton， Ann K. S.， Landlord and Peasant in Persia， London-New 

York， 1953 (岡崎正孝諜 rベノレ、ンアの地主と農民」岩波書庖， 1976年);idem.， 
“Refrections on the IqtaぺArabicand Islamic Studies in Honor of H. A. R. 
Gibb， Leiden， 1965; Becker， C. H.，“Steuerpacht und Lehnswesen"， in Islam 

Studien， Hildesheim， 1967， pp.234-247; Sato， T.， State & Rural Society in 

MedievalIslam， Leiden， New Y ork， K凸ln，1997 (佐藤衣高『中世イスラム園家とア

ラブ枇曾』山川出版社， 1986);嶋田褒卒『イスラムの園家と枇舎』岩波書庖。
(2) Cahen， Cl.， op. cit.， pp. 231-269; Elad， A.，“Two Identical Inscriptions from 
]und Filastin from the Reign of the 'Abbasid Caliph， Al-MuqtadirヘJournalof

the Economic and Social Hゐtoryof the Orient， vol. 35， 1992. 
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とメッツA.Mezによって，その基礎的な研究がなされている。その後， レッ

ケガールド F.Lokkegaard，ドゥーリー‘Abdal-'Aziz al-Duriが研究を深め，

また，森本公誠氏の財政研究も極めて優れた内容で、ある(3)。 しかし園家と私領

主の開係については，まだ明らかにされていないことも多く，また，特にレヴ

ケガールドの研究は膨大な厚みをもっ一方で，その記述には具睦性が乏しく，

カーエンによっても notuniformly reliableと評されるなどμ)，再検討を要す

る離も多い。

史料に関しては，使い古された史料で、はあるも のの， ヒラール・ア ッサーピ

- Hilal al-事biの「宰相史 Ta'rikhal-Wuzara'.!Jとミスカワイフ Miskawayh

の『諸民族の経験 Tajaribal-Umam.!Jが後期アッパース朝の財政に閲するも

っとも重要な史料であることに嬰わりはない。これを補完するものとしてハマ

ザーニ-al・I:Iamadhaniの『タパリ一史補完 TakmilaTa'rikh al-TabarU 

などの年代記史料や，タヌ ーヒ-al-Tanukhiの『講話の反第物 NishwaraI-

MuJ:!adara.!Jなどの逸話史料を用いることが可能である。

一方，ホワーリズミ-al-Khuwarizmi Ii"知識の鍵 MafatiJ:tal-旬 lum.!J，クダ

ーマ・ブン・ジャーファル Qudamab. Ja'far Ii"ハラージュと書記術の書 Kitab

al-Kharaj wa al-号ina‘aal-Kitaba.!J，ブーズジ ャーニー al-BuzjaniIi"書記と徴

税官のための数事知識 Fima YaJ:ttaj ilay-hi al-Kuttab wa al-'Ummal min 

'Ilm al-I:Iisab.!J，著者不明の『数撃における幻惑者の書 Kitabal-I:Iawi fi aI-

I:Iisab.!Jなどの書記術に闘する著作は， 首時の具睦的な徴税理論を知る上で貴

重な情報を提供する。その際， これらをマーワルディー al-Ma wardi Ii"統治の

諸規則 AJ:tkamal-Sultaniya.!Jやアブー・ユースフ AbuYusuf Ii"ハラージュの

書 Kitabal-KharajJJといった法事理論の書と明確に分けて用いることが重要

である。後述のように，法事理論と書記術の理論は微妙なずれを有しているの

(3) von Kremer， A. F.，“Uber das Einnahmebudget des Abbasiden-Reiches vom 
Jahre 306H. (918-919)"， Denkschrifen der Kaiserlichen Akademie der W;νy“ 
sel肘2“schaften陀，Phliosophiおsch-Histor門ischeKIμas幻se久， 1888; Lok王ke偲egaard，F.， Islamic 
Taxation in the Classic Period， Copenhagen， 1950; Mez， A.， Die Renaissance 

des Islams， Heidelberg， 1922; al-Duri，‘Abd al-'Aziz， Ta'rikh al-'Iriiq al.lqti~ii. 

di;森本公誠『初期イスラム時代エジプト税制史の研究』岩波書庖， 1975年。
(4) Cahen， Cl.， BA YT ALゐ1AL，in Encyclopaedia of Islam， new ed.， Leiden， 

1986， vol. 1.， p. 1147. 
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である。

2 脱穀場における穀物分配のあり方

まず，この時期の私領地における穀物の分配のあり方を，具瞳的に眺めてみ

よう。

アッパース朝においては，園家の取り分であるハラー ジュ(土地税〕の徴l校法

は，ムカーサマ制 muqasamaとミサーハ制 misaQ.aによっていた。

ムカーサマとは，基本的にはサワード地方を中心に行われた産額比率制のハ

ラージュの徴税法であり，園家が個別に定めた比率の穀物 ghallaを現物で徴

牧する。これはアッパース朝に入って， カリフ・マンスーノレ al-Man号包rによ

って採用された徴税法である。一方，他の地域では現金納である土地測量制jの

ミサーハ misaQ.aが施行されていた。この場合，測量官 massaQ.が土地を測量

し，その土地の面積と濯概法や穀物の種類に鹿じた税額が課され，納税者が選

定したジャフパズ jahbadhと呼ばれる貨幣取扱人によ って徴牧された(5)。徴税

官は，このジャフパズから換金済みの税額を受け取ったのであり，農民の支排

うハラー ジュには，税本韓であるタスク tasqの他，ジャフバズの手数料 Cl:taqq

al-jahbadha/al-rawaj)と土地測量人の手数料。aqqal-misal:ta/al-ayin)が加えられ

ている(6)。

ムカーサマ制の場合には，徴税劃象となる穀物の分配は，政府や領主の所有

する脱穀場 baydarでおこなわれた。その場合，ダイアの規模や所有の単位は

脱穀場の数で表され，それぞれが固有の名穏を持っていた。

(5) al-Buzjani， pp.202-329; Tarikh-i Qumm， pp.151-190; Lokkegaard， op. cit.， 

pp. 108-128; Lambton， op. cit.， pp.33-49; idem.，“An Account of the Tarikh-i 

Qumm"， BSOAS， 12， 1948; al-Duri， Ta'rikh al-'Iraq al-Iqti~ãdï， pp.182-185; 

森本公誠『エジプト税制史.!425-429頁。
(6) タスクについては，al-Buzjani， pp.279， 284-301; al-Hawi， pp. 32. v-41. f。嶋田

褒卒氏はタスクを「直接生産者としての農民が地主または村落の代表者に納める租

税・地代のすべてを意味した(嶋田裏卒『初期イスラーム図家の研究』中央大摩出版

部， 1996年， 229頁)Jとされるが，明らかにタ スタは園家の取り分であるハラージュ

本鐙とその額を示しており，私領主の取り分を無視した氏の結論は受け入れがたし、。

またプーズジャーニーや Mafatiιp.59に示すように，タスクは元来はジャリープ

毎に課せられるミサーハ制の土地税であった。
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宰相カースィム・ブン・ウパイドッラ-al-Qasim b.‘Ubayd Allahの時代

に， ワースィトにおけるイプン・アルフラート Ibnal-Furat兄弟のダイアを

監査したイプーラーヒーム・ブン・イーサー Ibrahimb. 'Is互によれば，彼

らは御上のダイア cliya‘al-sultanを重量食して自分たちの私有地 amlak-huma

に加えており，その敷は脱穀場にして30数カ所，そのうちユフーディー al-

Yuhudiとして知られる脱穀場は，約 5高ディルハムの牧盆 irtifa'-huを翠げ

ていた(7)。イブン・アルフラート兄弟とは， アッパース朝第18代カリフ・ムク

タディル al-Muqtadirの時代に 3度にわたって宰相に任ぜられたアプー・アル

ノ、サン・イブン・アルフラート Abual-I:Iasan ‘Ali b. al-Furat (以下イプン・

アノレフラートと記述〉と， その兄で，やはり有力な書記官僚であったアプー・ア

ルアッパース・イプン・アルフラート Abual-‘Abbas Ab.mad b. al-Furat (以

下アプー・アルアッパースと記述)の兄弟であり，ともにこの時代を代表する高級

官僚である。

政府の徴税官による牧穫穀物の査定b.azrもまた，脱穀場ごとに行われ，そ

の報告書 darjにはそれぞれの脱穀場の名稽とムカーサマの分配比率，そして

比率等に襲更がある場合にはその旨の注が記されていた(8)。バグダード周溢の

ノミドリヤ一地匿にいたあるシャイフは， 自分の脱穀場における分配比率を有利

にしたことをアブー・アルアッパースに非難されたが， rどの慣行 sunnaに

従ってこの脱穀場のムカーサマを行ったのか」と問われると「あなたが所有さ

れている某脱穀場 al-baydaral-furani，某脱穀場」とカリフの特別地匡にある

10箇所の脱穀場の名を奉げていった。これらはアブー・アルアッ パース本人が

輩食し自分のダイアに加えてしまっていたので，アブー・アルアッパースは何

も反論ができなくなってしまったという (9)。 このように分配比率は，脱穀場ご

とに異なっていた。

(7) al-Wuzara'， p.151. 

(8) al-Wuzara'， p.220. 

(9) al-Wuzara'， p.277.御上の特別地区である地域 tasasijmin khawa符 al-sultanの
表現は al-Wuzara'，p.276にも「御上の特別地匿 khawa符 al-sultanJの表現がみら

れる。おそらく「公の園庫 baytal-mal al.'ammaJに封して，カリフの私的な務算
である「私の園庫 baytal-mal al-kha符aJに園庫の取り分が迭られる徴税匿であると

考えられる。
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私領地における政府の徴税官の仕事には季節ごとに，耕作地の整備 4imara，

栽培段階での致想される牧穫量の見積もり taqdir，牧穫した穀物の集積 tash-

bih，牧穫穀物の具瞳的な算定l;lazrなどが存在するω。また，牧穫された穀物

は穀物倉庫 al-kindujに集積され，閤庫の取り分を確保するために，農民が近

づくことは許されず，徴税官によって監覗下におかれることもあったω。

イブン・アルフラート兄弟の私領ではファド、ル・ブン・アルハサン・アノレワ

ースィティー al・Facllb. al-l;Iasan al-Wasitiとし、ぅ人物が穀物賓却を措嘗して

おり，彼のグラームたちがシャベル係 al-ra白 shであったとし、ぅ。寅際の穀物

の分配はこのようなグラームたちが行っていたのであろう。分配された穀物は

ワースィティーのような人物によって貰却され，現金イ七された。ワースィティ

ーの死後，彼の職務はこれらのグラームの一人に引き縫がれている ~o

また園庫の取り分も徴税官によって貰却されたが，このような買却に関する

問題は森本公誠氏の研究に詳しL品。ヒジュラ暦310年代初頭のディヤール・ラ

ピーウ DiyarRabi' では政府の穀物買却が遁常の限度を超えた不正な額で行

われ，その購入を強いられた御用商人たちがマザーリム m時計1m法廷に訴え

を起こしている叱また逆に，これは果賓の例であるが，クーファの徴税官が，

栽培民にハラージュとしての果買を交易所に運んで、買却するように強制し，そ

の金額をハラージュとして徴牧したが，貰却の際の損盆差額をハラージュ未納

分としてさらに徴牧したため， これもマザーリム法廷に訴えられている。宰相

はこのようなハラージュ徴牧をやめて， 果責も穀物同様ムカーサマで(現物

M al-Wuzara'， p.276. l)azrに関しては栽培段階での見積もり〈ここでの taqdir)を

意味するとするのが一般的であるが r枚穫物の集積がすでに行われているので，す

ぐにl)azrをしないわけにはいかない qadshabbahat al-ghallat wa ma tafsud illa bi 

al-l)azrJとあるように，ここでは明らかに，牧穫後の査定のことを指して使われてい

る。 cf.al-Kharaj， p.108; Mafat功， p. 61; Bosworth， C. E.，“Abu 'Abd AlIah 

al-Khuwarazmi on the Technical Terms of the Secretary's Art." JESHQ， vol. 12， 

1969; el-Samarraie， H. Q.， Ag門 culturein Iraq during the 37・d.Century， A. H.， 

Beirut， 1972， pp.129-133. 

帥 al-Wuzara'，pp.150， 378; Nish加 ar，VIII， pp. 123-124. 

~~ al-Wuzara'， p.234. 
~~ 森本公誠『エジプト税制史.!422-432頁0

M al-Wuzara'， p.363 
M al-Wuzara'， p.386. 
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を〉徴l投するよう命じた制。このような分配や運搬の際に園庫の取り分の穀物

がこぼれ落ちた場合，その損失を埋める義務は脱穀場主にあり，その支椀方法

は借り入れ種子と同じく一括排L、であったという Mo

一方，私領主と小作農民の取り分に目をむけると，イプン・アルフラートは

自分のダイアの代官 wakilfi c1ay'at-huに射して， rムカーサマ al-muqasama

の穀物は我々の取り分を多くせよ。それは我々のものでア ッカ ール akkむの

ものではない lnna・hala-na di1na al-akkaro 多作の野菜 al-shatawiは等分にせ

よ。それは我々のものであり，アッカールのものである la-nawa li al-akkar。

夏作の野菜 al-担yfiは(我々の取り分を〉少なくせよ。それはアッカールのも

のであり，我々のものではない lial-akkar wa di1na-n亙」と指示したという叱

ここで，アッカールとは小作農民のことであり，園庫の取り分と私領主の取り

分に劃して小作農民の取り分は]:laqqal-akkarと呼ばれた"。つまり， この指

示は私領主の取り分と小作農民の取り分を示しているのである。そしてここか

ら，穀物に劃する領主の所有権の概念がみられることや，穀物以外の副作物に

も領主の取り分があったこと，さらにその取り分の設定が，領主の意志によっ

たことがわかる。

このような穀物分配の具瞳的な場は，次の逸話にみられるように， ときに極

めて殺伐と した雰囲気につつまれたようである。すなわち， ワースィトの徴税

請負人出身で宰相になったノ、ーミド・ブン・アノレアッパースは，前宰相イブ

ン・アノレフラートに劃する審聞において彼を痛罵したが，イプン・アルフラー

トはこれを受け流していさめた。 r一睡どうしたことだ，ハーミドよ。何を血

迷っているのだ。おまえがし、るのは，いつもおまえが分配を行う脱穀場ではな

く，おまえが罵り， 髭をむしり， 殴りつけるアッカール(小作農民〕や， おま

えがそいつの持ち馬の頭を切って，そいつの首から吊り下げる徴税官‘amilの

M al-Wuzara'， pp.364-365. 

4司 al-Wuzara'，p.238. 
同佐藤次高『アラブ祉舎.!l46頁註380 al-Buzjani， pp.316-323 
~~ al-Wuzara'， p.105. Miskawayh， !， p.133では iここは宮殴で、あって， おまえが

よく知っていて，穀物を分配する脱穀場ではなし、。相手は，いつもおまえが罵ってい
るアッカール(小作農民〉やおまえが殴っている徴税人ではないのだ」 と語ってい

る。
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ところではないのだぞ」ω

穀物の分配においては，政府の徴税官，領主，小作人の三者が，それぞれの

取り分を確保するべく積極的な努力を行った。その際，個々の穀物場に定めら

れた園家の取り分の配分率を確定する棋擦となったのは，以下に検討する「書

記の規則」であった例。

3 ムカーサマにおける取り分の愛更と書記の規則

(1) カティーアとイスターン

ダイアの問題を考える上で，もっとも基本的な問題がダイアとカティーアの

関係である。これについて， i初期イスラーム時代，爾者は同ーのものの別々

の面を呼ぶ名稽であったが，後に軍事イクター制が一般化すると，古い種類の

土地所有をダイアと呼ぶのがふつうになった」とするカーエンに劃して，嶋田

裏卒氏は「同ーの土地をある場合にはカティーア，他の場合にはダイアと呼ぶ

ことはない。つまり用語上，概して南者は注意深く匡別されている。」と述べ

て， iカティーアは常に上級者からの授輿によって成立するが，ダ、イアは必ず

しも授輿を必要とせず，むしろ授輿によって成立するダイアは例外的である」

と主張されているω。

残念ながら，嶋田氏は具韓的な用語例を提示されないため，検討劃象となっ

た時代を知ることはできないが，少なくとも本論文の扱う範圏においては，嶋

田氏の主張は誤りであると言わざるを得なL、。そのことは「彼のダイアはカテ

ィーアである innacay'ata-hu qati'atunJ鈎という表現を奉げるだけで十分詮

帥拙稿「書評:嶋田袈卒『初期イスラーム園家の研究.JJJ IT"史拳雑誌』第106編第12
競， 1997年，91-93頁及び「アッパース朝期法皐史料における土地のラカパと用盆
権J IT"史淵』第135輯， 1998年， 17-18頁において論じたように，歴史皐的には，穀
物の分配は，園庫の取り分であるハラージュを，領主と小作人のどちらが負強するか
という法準的な議論と関わっていた。しかし，このような穀物分配の具鐙的な場にお
いては， ハラージュを領主が支払うか小作人が支払うかとし、う議論はほとんど意味が
なかったであろう。政府の徴税官としては，自分の鎗嘗する分配を具盤的な穀物とし
て確保すればよく，あとは私領主と小作農民の問題であったと考えられる。

帥嶋田褒卒『初期イスラーム図家J180頁。
伺 al-Wuzara'，p.182. 
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明されるであろう。ヒジュラ暦4世紀/西暦10世紀初頭においては，カティー

アとは上紐者から授輿された小規模な封土を示す以外に，ダ、イアの属性を意味

することがあったのである。

レッケガールドは， この問題について， ムカーサマの規約に， カティーア

al-qati'aとイスターン istanとしみ配分率が存在し，その率が襲警動することを

指摘しているI!:io 彼によれば，カティーアの税額は「カティーアのムカーサマ

muqasama al-qata'むという言葉が示すように，ムカーサマで算定されていた

のである。

「書記と徴税官のための数皐知識』を著した数事者ブー ズジ ャーニーは，サ

ワード地方の園庫の取り分について以下のように述べているω。

「ムカーサマについて行われていることは2種類に分けられる。ひとつは

イスターン al-istanであり， これは牢分 al-nisfが彼(土地の所有者 arbab

al-araclin)から徴牧される。もうひとつはカティーア al-qati‘aであり， こ

れはその所有者が10分の 1 al-'ushraで運上するものである」帥

すなわちブースジャーニーによれば，サワード地域周迭の園庫の取り分に

は，ムカーサマの穀物納 ghallamuqasamaと現金納 waraqmawzunがあり，

ムカーサマは， 2分の lのイスターンと10分の 1のカティーア.さらに御上の

配慮によってイスターンを軽減したりウシュル(十分のー税〉を加増する場合

がある。一方，現金納の場合には， ミサーハのハラージュと， イブラ al-'ibra

で徴牧されるムカーター al-muqata‘があり， イブラ徴l炊の場合はムカーサマ

と同じく， 完全なイスターン al-istanal-tamm とウシュルのカティーア(イ

スターンのハラージュの 5分の 1)al-qati‘a al-mukhammasa min kharaj al-istan， 

そして，その中間でイスターンが軽減されるかウシュルが加増される場合があ

帥 Lokkegaard，op. cit.， pp.87-91. 
制 Suter，H.， ABU‘L-WAFA' AL-BUZADJANI， in Encyclopaedia 01 Islam， 

new editionによれば 11書記と徴税官のための数察知識』は， Kitab al-Manazil 
al-S功、に同定される。同書の校訂本である Ta'rikh‘Ilm al-lfisab al-'Arabi， ed. 

Al;mad Slaym Sa‘idan，‘Amman， 1971は，校訂者が数翠史を専門とするためか，
al-tunna'を al-bina(p.204). al-istanを al-istar(p.278)とするなど，書記用語の

校訂に初歩的な誤りが多く，その使用には注意を要する。
制 al-Buzjani， p.278.ウシュノレ(十分のー税〕は‘ushrと表記されるが，引用部だけ
でなく ，Qudama， p. 218にも‘ushraの使用例がみられる。
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った貝

このようにカティーアと封比される属性はイスターンと呼ばれている。これ

はダイアにおける園庫の取り分についても適用され， i某氏のダイアはカティ

ーア Qay‘aal.furaniya qati‘aであるが，その地方の徴税官が彼に劃して，そこ

がイスターンであると主張した idda‘ainna・haistanJ切などと言われている。

そこで，この場合のカティーアとイスターンとは，それぞれどのような内容

をもっ言葉なのであるかを検討しなければならない。

ブーズジャーニーの示すように，イスターンとはムカーサマの園庫の取り分

すなわちハラージュの割合であり，その比率は 2分の 1である。イスターン自

睦の語源はイスラーム以前のベルシアに遡り，ササン朝時代には王室領を意味

していた。嶋田氏によれば，これがイスラーム時代においては「地方の中心都

市または大村落の周圏に展開される農業地帯を意味し，そのことから，政府の

ハラージュ徴牧の封象の地として徴税匿を意味するようになった」のである"。

おそらく，このイスターンにおけるムカーサマのハラージュの配分率を示す概

念が， i配分率としてのイスターン jなのであろう。

これに劃して，ブーズジャーニーの語るカティーアとは，ムカーサマの園庫

の取り分のm分の 1の比率を示す。

一般的に理解される分興地としてのカティーアとは，カリフによって分興さ

れ，被授輿者が所有権をもっ私領地のことである。その地はハラージュを克除

されるが，ザカー zaka(救貧税)としてのウシュル(十分のー税〉を課される"。

カティーアは元来，死地，荒摩地，無主地，蓄ササン靭王領地などがカリフに

よって分興されることから成立しすでにカリフ・ウスマーンの時代から行わ

れたとされるω。 マーワノレディーは， このようなカティーアを， 法事的に所

伺 al.Bazjani，p.278.イプラとは，その土地の期待される枚入額のこと。 cf.Mafa. 
ti事， p. 60; Bosworth， C. E.， op. cit.， pp.135-136; Miskawayh， 1， pp.70-71. 

制 al.Wuzara'，p.182. 
帥嶋田o卒『初期イスラーム園家.!I224-225頁。
制 al.Mawardi，pp.145-153， 239-244;嶋田裏卒『初期イスラーム園家.!I10， 37， 164， 

179頁;Grohmann，‘USHR in Encyclopaedia of Islam， 1st. edition; Cahen， Cl.， op. 
cit. pp. 232-235;カーエン『比較祉曾経済史.144-48頁;Lambton， A. K. S.， Landhord 
and Peasant 仇 Persia，pp.19-21;ラムトン『ベノレシアの地主と農民.!I17-18頁。

帥 嶋田褒卒氏はウマノレの時代にすでにカティーアが授奥されていたと指摘している。
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有イクター iqta‘al-tamlikと規定し，後の軍事イクターである税牧イクター

iqta‘al-istighlalと封比したω。

ラムトンや嶋田氏はカティーアはダイアに比べて概して規模が小さいとす

る幼が，宰相アッパ ース・ブン ・アノレハサンがムグタフィーに授興 aqta'aされ

た大規模なダイア(アッバースィーヤ・ダイア al-cliya‘al-'Abbaslya)が，後に「宰

相のイクター iqta'al-wuzara'J として代々の宰相に受け縫がれていくなど，

カティ ーアの規模を剣断することは困難であろう伸。 またこの宰相のイクター

の事例をみても， 4/10世紀においてはカティーアがダイアに含まれることは明

らかで‘ある。

しかし， このような 「私領地としてのカティーア !と， レッケガールドの指

摘する「ムカ ーサマの配分率としてのカティ ーア」は， ともにウシュルを支梯

うのであり，現買には同じ土地を示すにも闘わらず，その概念は大きく異なっ

ている。そして，このずれは，園庫の取り分としてのウシュルの性格に由来す

るのである。

マーワルディーら法翠者の規定するカティーアのウシュルはザカーである。

そして，従来あまり指摘されなかったことであるが，法撃的にはザカーはあく

まで租税とは異なるものであって，ハラ ージュの徴税官ではなくザカ ーの徴牧

官が徴牧する。その使用もあくまで貧者等の法事的に規定された人々のため

に，規定された目的にしか使用できない。ハラージュとザカーは必ず濁立して

扱われねばならないのである例。

しかし， この時代のカティ ーアにおけるウシュルの徴牧にあたって，そのよ

うな様子は全くうかがわれない。ブーズジャーニ ーが双方を園庫の取り分とし

て絞述するように， 徴税の現場においても， カティーアのウシュルは徴税官

が徴牧したものとみられる例。 ノミスラ周遊のアラブの土地のサダカや， タリ ー

『初期イスラーム圏家J218頁。
帥 al-MiizεJardi，pp. 239-244. 税牧イクターの性格については，前掲拙稿「アッパー

ス朝法拳史料における土地のラカバと用盆権」も参照されたし、。

伺嶋田袈卒『初期イスラーム園家~ 181， 198頁。
~~ al-Wuzarii， pp.29， 182， 260， 284-285， 306， 311; Miskawayh， 1， pp.70-71， 152一

153， 155， 159， 245; Takmila， pp.250-251. 

帥 al-Miiwardi，pp.145-153. 

伺 al-Wuzarii'，pp.182-183， 242. 

- 45ー



540 

ク・ホラーサーン地区のウシュルがハラージュ鹿に管轄されているのも，それ

を裏附けよう例。

この法翠理論と現賓との遣いを考える上で注目されるのが，前出のブーズジ

ャーニーにも言及されている「イスターンのハラージュの 5分の 1，すなわち

元の10分の 1(ウシュノレ〉のカティーア」としろ論理である例。

同様の論理はクダーマ・ブン・ ジャーファルの『ハラージュと書記術の書』

にもみることができる。ちなみに，以下で，タスクとは土地税の本睦，アンワ

地とは大征服の際に武力征服をされた土地であり，この場合には，園家の所有

地としてムスリム全韓のためにワクフとされ，地代としてのハラージュ支梯い

を義務づけられた土地を意味する倒。

「タスク tasqはアンワの土地 arcl'anwaの穀物に課されるが，これはイ

スターンの課税 wacli'aal-istanである。イマームがこの土地をウシュル

課税地 al・ta‘shirに襲える naqalaときには， タスクから 5分の 1をと

り，それをその土地に課す。これは書記の規則l).ukmkuttabiであり，法

事の根本時ulal・fiqhに戻す mardudことができる。とい うのは，アンワ

の土地の規則は，そこにイスターンのタスクを課すことであり，それは牢

分である。ここから 5分の lをとるということは， 全瞳からウシュル (10

分の 1)をとるということになる。 というのは， 牢分の 5分の lは，全瞳

の10分の lだからである」倒

またノミラーズリーによれば

「サワードの民に劃して，今まで測量 yumsal).が行われていたミサーハ

al-misal).aに代わって， エスフ al-nisf(字分〉でムカーサマが行われたと

帥 al-Wuzara'，pp.185， 187. 

制 al-Bilzjani，p. 278; al-Duri， op. cit.， p.184. 

伺 アンワ地については 11初期イスラーム園家.!288-345頁の他， Morony， M. G.， 
“Landholding in Seventh-Century lraq" in Udovitch， A. L. ed_， The Islamic 

Middle East， 700-1900， Princeton， 1981; Schmucker， W.， Untersuchungen zu 

Einigen Wichtigen Bodenrechtlichen Konsequenzen der Islamischen Eroberungs-

bewegung， Bonn， 1972，および前掲拙稿を参照されたい。

帥 Qudama，pp. 202-203; trans.， Ben Shemesh， A.， op. cit.， pp. 21-22， 139-140 (校

訂本には校訂 ミスが多いため，適宜， 翻謬に附されている潟本を参照した。);嶋田

『初期イスラーム園家J222-223頁。
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き，ある書記が「カティーア al-qata'i'からとられているウシュル al-'ushr

は，イスターン al-istanからとられるースフの 5分の 1khums al-nisfと

して計量される とこ ろの10分の 1'ushrである。カティ ーアにおいて ミサ

ーハが行われているジャリ ープ al-jarib(耕作地/耕作地の面積の皐位〉に針

してもイ スタ ーンの ジャリ ーブ jaribal-istanからとられるフムス khums

(5分のりをとらねばならなし、」と言った。そして，それが寅行に移され

た」締

これらの記事から， このような論理は書記たちによって用いられた論理(書

記の規則 l;lUkmkuttabi)であることがわかる。クダーマが語るように，書記たち

はカティーアにおけるウシュルの算定を，イスターンにおけるムカーサマの 2

分の lの取り分の 5分の lである，と考えていた。つまり，本来，ハディース

等を根擦とする法撃により，神の意志として定められていたザカーとしてのウ

シュルに射して，それをムカ ーサマのハラ ージュの延長ととらえ，そこからウ

シュルを算出し， ムカ ーサマの配分率として扱おうとする論理が，書記たちの

聞に現れていたので、ある。

このような論理が登場したことは，サワードにおけるムカーサマの施行によ

って，従来のハラージュとウシュルの区別が暖昧になり，徴税の現場において

は，整方がムカーサマの分配率の遣いとしてしか意識されなくなったことを物

語っていると思われる。この貼について， クダーマは， 書記術があくまで法撃

の枠内にあること， そして， ウシュルは車にムカーサマの分配率なのではな

く，法事上のザカーであることを強調している。

「明らかに，書記術 al-kitabaは宗教の枝 furu‘al-dinのうちのひとつで

ある。ある人々は， 書記術の規則 al)kamal-kitabaはシャリーアの規則

al)kam al-shari'aと異なっていると考えている。 しかし，それは理性が要

制 Futu与， p. 380 (Leiden版 .p.272).嶋田『初期イスラーム園家.B223頁は，この記事

に濁して「だが，これでは何の意味をもなさなし、。書記はカティーアの所有者として

の取り分にムカーサマで課税したかったのであるから，最後の部分は「ウスターンの

ジャリーフ.から徴放されるニスフを課す必要がある」と言ったはずである」とする。

しかし，この記事はカティーアをイスターンに移行する記事ではなく， イスターンに

おけるムカーサマの施行に伴い， ミサーハの行われていたカティーア(私領地〉をも

ムカーサマ (10分の工徴牧〉に移行する記事であると考えられる。
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請することに反している。というのは，ある物事の校 faピlishay'である

ものは，その物事と異なったものではないからである。つまり，書記術の

規則はシャリーアの規則と矛盾しないのである。それどころかおそらく書

記の規則が自ら明らかにするように，それは純粋に法撃的な規則 fiqhiya

khalisaなのであって， 書記と法事者が裁定する yal)kumuものには遣い

がないのである。例えば，ムスリムが死地を再生する場合，書記も法撃者

もそこに劃して，ザカーが神がもたらす牧穫物にかけられ，それはウ シュ

ノレで、あると裁定する。これについて南者には遣いがなし、。」ω

つまりクダーマによれば，書記術として算定される 2分の 1の5分の lとい

うムカーサマの分配率ウ シュルは，あくまで法挙上の私領地におけるザカーで

あり，その根擦を「法撃の根本時包1al-fiqhに戻す mardudことができる」の

である。しかしこのように，クダーマが書記術の規則と法撃の規則の同一性

を訴えれば訴えるほど，一般には法撃の規則と異なる「書記術の規則」という

概念が存在することが鮮明になる。雨者を異なる規則と考える人々すら存在し

たので、ある。

このことは，ハラージュに劃するムカーサマの施行と同時に，ハラージュを

支携うダイアが成立していたこととも関係するであろう。法事的には土地の所

有権を有する場合にはザカーであるウシュルを支排う権利をもっ。しかし現貫

にハラージュを支沸う私領地が成立していた以上，私領地におけるウシュノレ支

燐いの理論に代わる，何らかの現質的な劃慮が必要であったと考えられる。こ

のような，理論と現質の隙聞を埋めるものが， I書記術の規則」であった。そ

こでは，私領地は10分の l支梯いのカティーアと 2分の l支梯いのイスターン

に色分けされることとなり，さらにその増減で配分率が段階的に麗化した叱

こうして，本来，私領そのものを指す「カティーア」という用語は，書記術

のレベルでは，主にダイアに適用されるムカーサマの比率 (10分の 1)を示すよ

帥 Qudama，pp.202-203; trans.， Ben Shemesh， A.， op. cit.， pp.21-22， 139-140. 
帥 ムカーサマの分配率としてのカティーアとイスターンやその分配塁手の費動に関して
は， レッケガールドとドゥーリーに言及がある。しかし彼らは i書記術の規則」と
いう概念の存在に気がつかず，その論理のもつ重要性を徐討することもなかった。
cf. Lokkegaard， op. cit.， pp.87-91; al-Duri， Ta'rikh al-'Iraq al-Iqti~ãdï， pp.182 
185. 
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うになったので、ある。

(2) ムカ ーサマの比率獲更

このように，サワード地方の園庫の取り分におけるムカーサマの比率にはカ

ティーアとイスターンが存在したので、あるが，法撃的なザカー支燐いのカティ

ーアとハラージュ支梯いの園家所有地という理論と比べて，こ の雨者の差は穀

物の分配率の差でしかなく，一段とその距離がせばまっている。

そして，それを示すかのように，現場レベルでのカティーアとイスターンの

獲更が生じているのである。

先述のように「某氏のダイアはカティーァc1ay‘aal-furanjya qap'aである

が， その地方の徴税官が彼に謝して， そこがイスターンであると主張した

idda‘a inna-ha istanj例に閲しては，イ ブン・アルフラ ート がその貰却の経緯

をたどって， rこの夕、、イア hadhihial-c1ay'aはズパイダのイクターのうちに fi

lqta‘al・Zubaydaあった」のが最初であることを明らかにした。そして徴税官

に濁して「この地方は古くからのカティーア minal-qata'i‘al-qadimaである。

その(本来の〉規定 rasmでその地の徴税を行い，それを獲更しようとするな

la tu'arricla la-haj と指示した叱

また，サワード地方のある男が「自分のダイアはカティーアc1ay'at-huqap'a 

であり，その規定は古くからのものである rasm-haqadjmjのに，イスターン

の規約 mu'amalaal-istanで徴税されたとマザーリム法廷に提訴した。これに

ついて調べたところ，徴税官の前年の決算書によれば，この脱穀場にはイスタ

ーンの規約が適用されていることになっていたので，訴えは却下された。しか

し この男は再三マザーリム法廷に現れて， 去年はカティーアのムカーサマ

muqasama al-qataγ で徴牧されたと主張した。迭に決算書を詳細に調べたと

ころ， r夕、、イアの領主たちの敵 ba'da'idda' ash亘bal-c1ay'ajが，その規定 rasm

をカティーアからイスターンへ書き換える策を弄していたことが判明した， と

し、ぅω。

法事的には， ウシュル地とハラー ジュ地の性格の第更はイマームの権限であ

帥 al-Wuzara'，p.242. 
同 al-Wuzara'，pp.182-183; Lokkegaard， op. cit.， p.90. 
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る。徴税官による愛更は明確な不正(ズノレム亭ulm)であり， これに射してマザ

ーリム法廷に訴えることが可能であった。しかし，カティーアとイスターンの

差は穀物の配分比率の差であるという「書記術の規則」の成立は， このような

不正の護生を容易にする結果を生んだものと思われる。前者では，徴税官自身

によって，後者では，私領主たちの取り分の侵害を企んだ「ダイアの領主たち

の敵」によって，私領地における園家の取り分の増加が試みられている。

さらに，ときにはイスタ ーンとカティーアを第更しその取り分の差額を買

却することもあった。 317/929年には，カリフ・ムクタディルが軍の俸給を捻

出するために，軍人 al-jundに劃して大量にカリフのダイアの貰却を行った。

そして「購入者に劃して，彼らが購入した地の園庫の取り分]:laqqbayt al-mal 

を，その規約 mu冠malaである10分の 1のカティーア al-qata'i'al-ma'shura 

で迭金するよう，購入書に明記した。また彼らの一部に，それに加えて，農民

の私有地 amlakal-ra'iyaにおける，ふたつの規約の差額分 faQlma bayna al-

mu‘amarataynを買却した。これは，イスターンとカティーアの差額 faQlma 

bayna al-istan wa al-qap‘aである」という例。 また， 320/932年には，カリ

フ・カーヒルがムクタディルの母のダイアを貰却したが，その際にも「ふたつ

の規約の差額分」が貰却されているω。

この差額に関しては，ふたつの解樺が考えられよれひとつは，農民の私有

地紛における園庫の取り分をカティーアからイスターンに増額し， その差益を

買却したとする解律であり，もうひとつは，イスターンからカティーアに減額

しもともとイスターンの取り分を購入者に輿え，購入者がカティーアの取り

分を園庫に迭るとする解穆である。すでにみてきたように，カティーアからイ

スターンに獲更されることは，決してまれではないが， レッケガールドは後者

の理解を提示している倒。

このように，ムカーサマの比率に闘してイスターンとカティーアの規約を獲

帥 Miskawayh，1， pp. 199一201.
帥 Miskaτvayh，1， p. 245. 

制 ターニーも al-ra'jyaに含まれるので，この農民とは自作農とは限らなし、。
帥 Lokkegaard，pp. 88-89.一方，彼は p.87で‘は規約聞の差額の貰却を，イスターン
の領主が金銭を支払って自領の規定をカティーアに型軽更することと考えており， pp. 

88-89における自らの見解と矛盾している。
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更し，その差額を得ょうとする動きは，政府，私領主の整方にみられるのであ

るが，規約を獲更するまでもなく，ムカーサマの比率を加増/軽減しようとす

る動きは， さらに数多くみられる。 これは， ブーズジャーーーが述べるよう

に，イスターンとカティーアの規定 rasmの比率そのものが，規約 mu酒mara

はそのままで，御上の裁量によって加増/軽減されることがあったからであ

り，彼はこれをカティーア， イスターンと並ぶ，第 3の範鴎として分類してし、

た倒。また，事賓， イスターンの比率は，完全なイスターンである 2分の lで

徴枚されるだけでなく，それから軽減された 3分の1， 4分の lで徴l投される

ことも， きわめて一般的だったので、ある倒。

例えば，宰相ア ッパ ース・ブン・アルハサンに到して， イブン・イーサー兄

弟がアブー・アルアッパースを告護したのは，彼がカスカル Kaskar等に所有

するダイアで規約を鑓更し ghayyaramu冠marat-ha，ムカーサマの比率を軽く

していた khaffafamin muqasamat-haからであった刷。 アブー・アルアッノく

ースは御上の土地を彊食して形成した私領地においても軽減したムカ ーサマ

takhfif muqasamaを寅行している倒。 また，宰相アブー・アリー・アノレハー

カーニ-Abu 'Ali al-Khaqaniは行政を放漫に行い， イクターやタスウィー

グを安易に輿え，タスクや規約を軽減し takhfifal-tusuq wa al-mu冠marat，

園庫の取り分に害を及ぼし icla‘aal-i)uquq，規定を切り下げては isqatal-rusum 

賄路 al-marafiqを取っていたという倒。

これらの場合は，書記官や宰相が， 自分や他人の領地の園庫の取り分を減ら

すことで利益を得ている。その際に，イスターンをカティーアにするという規

約の鑓更による大規模な削減と， (おそらくイスターンにおける〉ムカーサマ

の比率/タスクの軽減とし、う小規模な削減が行われていたので、あるω。

一方，前イスラーム期より一貫して農村を支配してきたディフカーン al-

dihqan層は， 基本的にアッパース朝前期にその勢力を失ったと考えられてい

~~ al-Buzjani， p.278 

帥佐藤衣高『アラフ'枇舎.!l30頁0

~~ al-Wuzara'， pp.257-258. 

同 al-Wuzara'，p.277 
伺 al-Wuzara'，p.286. 
倒 タスクに関しては， ミサーハの場合もあり得る。
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るが，それに代わって農村を支えたのがターニー al品川と呼ばれる中開地主

層であった。そして， これら中間地主者層も，書記の買牧によって「彼の脱穀

場におけるムカーサマ muqasamabaydar la-huを， 重い規定 rasmthaqilか

ら軽い規定 rasmkhafifに雛更する」文書を僑造したり円アフー・アルア γ

ノミースの脱穀場の比率を逆手にとって自領地にも同率の施行を認めさせるな

ど，様々な手段で比率の軽減を試みたのである。書記官を買牧した男は，ふだ

んから多くの書記に恩恵を輿えており，書記たちも便宜を供興していたため，

書類の僑造犯探しが始まるとし、う話がいち早く俸わると「彼らは皆， (誼嬢書

類を〉破り捨てたり，書類つづりから取り出して，便所に投げ捨てたり，グラ

ームに持ち出させたり，靴の下に隠したり，地面に埋めたり した」と L、う 狂簡L

H犬態に陥ったという叱

これに謝して，分配率を重くされることも多かった。

ディヤール・ラビーウ地方のターニー(中開地主層〉や農民 al-muzari'unは

マザーリム法廷にいくつかの提訴を行ったが，その中で，彼らのダイアにおけ

るウシュルの権利 baqqal-a'sharを4倍に増やされた冶laal-tarbi'ことを訴

えている例。 10分の lの4倍は10分の 4なので，ほぼ軽減されたイスターンの

分配率と同じといってよいであろう。質質，カティーアからイスターンへの獲

更に等しし、。

またバグダード近郊のタリーク ・ホラーサーン TariqKhurasan地域，カル

ワザ-al-Karwadha地域， ナフル・ビーン NahrBin地域には， ムハンマ

ド・ブン・ジャーファノレ・アッターイ一回 Mubammadb. Ja'far al-Ta'iによ

ってイスターンとカティーアの賦課を軽減された規約 mu'amaramabtuta al-

wadaγ が存在していた。しかし296/908-9年には，宰相イブン・アルフラー

トが，ひとつの地域に異なったタスクが存在してはいけない latusuqan muta-

fawitanとし寸法事者の剣断を根擦として， その規約の鹿棄と完全なタスク

伺 al-W再ν杭拘F々匂u叫4はzar占グ"p.218. 
伺 alι-W再ゲ1u白zara'，p.22幻l.. 

伺 al

伺 ム一タデイドの治世の初期に， Sarげyal-Fu山1江r凶市a訂twa Diりjla，Juk王ha泊a，Waお制s幻i比t，Ka“ska王伺ar，， 
Tおおり NahrB白q，al-Dhlbayn， Tarlq Khurasanの諸地域の徴税請負を行ってL、
た (al羽1uzara'，p. 15)。
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akmal tusuqhuでのハラージュの徴牧を命じている倒。費際には，他の地域に

おいてもタスクの軽減，すなわちイスターンの軽減は頻繁に行われていたので

あり， この地域のみが軽減を鹿棄される根擦とはならないσ この軽減された規

約の麿棄は，事賃上のムカーサマの加i曾である。

このように，政治的・経済的な影響力を持たない人々は合法的にも，非合法

的にも園庫の取り分を加増される可能性があった。そして，合法的な加増にし

たところで，その理由附けは寅態にはそぐわない法事的な根擦にすぎない場合

もあったのである。それは，あくまで属政者側の恋君、に基づいた合法化であっ

た。

「農民に劃する善政はその牧入 irtifa'-huを増やす。この場に，私の意圃

が分からずに揚げ足を取る者がし、る心配さえなければ，私は完全なイスタ

ーンのムカーサマから minmuqasama al-tamm， 1クッノレ fIkull kurrに

っき 3カフィーズ tharathaaqfazaを耕作者 al-muzari'Inに劃して軽減す

るのだが」側

イブン・アルフラートのこの言葉は，結局の ところ，弱者に劃する園庫の取

り分が，政治朕況そのものによって，決定される朕況をよく示している。

4 園庫の取り分に射する政治的正嘗性の劉立

(1) 園庫の取り分の凍結と追徴

従来から指摘されているように，一部の有力者たちゃ地方に割援した地方支

配者は，園庫の取り分の支梯いを合法的，もしくは非合法に停止することがあ

った。

第17代カリフ・ムクタフィ-al-MuktafIの時代に，宰相アッパース・ブ

ン・アルハサン al-'Abbasb. al-I:Iasanはカリフに劃して，イブン・アルフラ

ートなと。の書記たちが 「御上のダイア cliya‘lial-sulcanJを謹食していること

を知らせ， i彼らには，それによ って逮捕されて然るべき園庫の取り分を支排

同 al-Wuzara'， pp.258-259.この場合の wada'i‘とはタスクを意味している。

伺 al
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う義務がある‘alay.himmin l).uquq bayt al.mal ma yul).taj ma‘a.hu ila 

al.qabcl ilay.himJ と進言した。これを知ったイブン・アルフラートは， アッ

パース・ブン・アルハサンを訪ねて，園庫の取り分に劃して彼の代理人たち

wukala'.huがやったことを知らなかったと種明し その穴埋めとして 3寓デ

ィーナールを支梯ったという例。

この場合，確かにイプン・アルフラートは自らの権勢を利用して御上のダイ

アを輩食し，それに劃する園庫の取り分を支排っていなかったわけであるが，

しかし同時にこの行篤が宰相によって， i逮捕に値する」園家に射する犯罪

行震と認識され，また最終的にイブン・アルフラートは 3高ディーナールを追

徴されていることが注目される。

同様の事例として， 312年/924-5年にイブン・アルフラートが第 3期めの宰

相から失脚した後に受けた審聞の例がある。そこで彼は，アリー・ブン・イー

サーが10年聞に40高ディーナールしか牧入を奉げられなかったダイアから，わ

ずか11箇月で100蔦ディーナールの牧入を奉け'たことを指摘され， その理由は

彼が私領主の取り分l).aqqal.raqabaに園庫の取り分を加えて徴牧したからで

あると弾劾されたM。 結果として，イブン・アルフラートは財産設牧の上，慮

刑されたので、ある。園庫の取り分の輩食はあくまで， 園家の擢利の侵害であ

り，正嘗な監査や政治的立場の弱瞳化に伴って追徴されるべきものであった。

いわば，園庫の取り分は，一時的に留保朕態におかれたとしても，巌然として

存在することが認識されていたのである。

また，やはり同じイブン・アルフラートが2回目に宰相位に就任した際に，

彼は以前に浪牧されたダイアの返還の他，年1000ディーナールの支燐いで園庫

の取り分を克除される特権(イーガール ighar)を得ていた制。 しかし 306年 /

13>> al羽1uzara'，p. 251. 

倒 al.Wuzara'， p.66.一方 Miskawayh，1， p. 133は， イブン・アルフラートが御上

のダイアの権利i)uq白qc;liya‘al.sul(anを自分のダイアに加えたと弼劾された， と俸

えている。これも十分考えられることであるが， IT"宰相史』と『諸民族の経験』が同

一情報をl吹録する場合， 往々にして『宰相史』の情報の方が， 詳細かつ正確である
(例えば Miskawayh，1， p. 108では支離滅裂な情報が al.Wuzara'，p.316によっ

て正しく理解される〉ことを考えればIT"宰相史』の記事の信溶性は高いといえよ
う。

伺 al.Wuzara'，pp.36-37. 
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911年に罷克されると， 今度は審聞において， 宰相任期聞の俸給， 同期聞のダ

イアI投入，ダイアにおいて売除されていた園庫の取り分の返却を求められてし、

る。すなわち，たとえ合法的な売除であろうとも，園庫の取り分は慢に凍結さ

れただけであり，本質的には残存しているものと考えられていたのである。そ

して政権交代の激しい時代には， このような楼力の失墜は領軍に護生し，一時

的に停止された園庫の取り分もまた，案外簡単に追徴されることとなる。

宰相アプー・アリー・アルハーカーニー Abu'Ali al-Khaqaniは，放漫行

政の中で賄賂と引き替えに克税特権(タスウィーめを安易に錆L渡したが，わず

か数年でアリー・ブン・イーサーに回牧されている刷。 また，アリー・ブン・

イーサーの作成した306/918-919年の珠算表に記載されているムーニス・アル

ハーディムのタスウィーグも側， 彼の財産がすべて浪牧され離叛者渡牧財産聴

が創設されたときに，蛍然浪牧され，タスウィーグとしての特権は剥奪された

ものと考えられる。このように，タスウィーグなどの克税・減税特権は，保持

者の政治的影響力の低下とともに，すぐに消滅し，それに劃する園庫の取り分

も回復されるのである。タスウィーグに閲してはカーエンもまた，一時的に成

立するものにすぎないと考えている闘。

さて，ここで注目すべきは，このような追徴が，果たして正嘗なものである

かどうかについて，園家と私領主の見解が食い違うことがあることである。以

下のアリー・ブン・イーサーの私領地に劃する追徴は，そのような園家と私領

主の関係を明確にうかがわせる。

311年/923年に宰相イプン・アルフラート(第3期〕は監査を行い，前宰相ハ

ーミド・ブン・アルアッパースI:Iamidb. al-'Abbasの補佐として寅際の行政

を携首していたアリー・ブン・イーサーに劃して30寓ディーナールの支排いを

課すこととなった。そこで南者はその財産混牧に閲する篠件を話し合ったが，

その際アリー・ブン・イーサーのダイアにおける園庫の取り分l;laqqbayt al-

mal fi cliya' 'Ali b. 'Isaに話が及んだ。するとアリーは， (イブン・アルフラ

伺 al
伺 vonKr白eme町r，op. ci比t.，pp.30凶6-3幻18.
伺 Cahen，Cl.，“Review of Lokkegaard， F.， Islamic Taxation in the Classic 

Period"， Arabica， vol. 1， 1954， p.351. 
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ートの〉徴税官たち al-'ummalが(不嘗に〉アリーのダイアにおける園庫の

取り分を増やしそれがアリーによる御上への不排い fitajayyuf-hu al-su1tan 

の分であると言っていると抗議した。これに射してイプン・アルフラートは，

部下や自分の仕事にケチをつけられるのは我慢できないとしつつ「もし徴税官

たちが園庫の取り分を30高ディーナーノレ徴牧すべきだとしていれば， 自分は財

産設l投 mu号adaraとしろ手段に頼らなくとも，あなたの私有地 milk-kaに劃

する園庫の取り分として， その額を手にすることがで、きたではないか。」 と反

論した。その一方でイブン・アルフラートはアリーに結局譲歩して， 2寓ディ

ーナールの克除 istithna'を認め例， r徴税官たちがアリーに劃して(園庫の取

り分の差額徴牧を行うときには)， アリーのダイアやワクフ地における園庫の

取り分の不携い額が，彼がその地を入手したときから現在までの総額で1000デ

ィーナールから 2寓ディーナールまでの場合，その不排い分は正義と公正と

(イブン・アノレフラートとアリーの〉合意を妨げることがないものとして，財

産設牧 mu弱daraの金額に含まれる(別個に徴牧されることはない〕。一方， ( 2 

寓ディーナールを〉越えた分はそれに含まれず，財産担牧の支排いの後に徴牧

される」と遁達した倒。

この事例においては，政権から失脚したアリー・ブン・イーサーは，ムータ

ディト‘時代に監査を受けたイプン・アノレプラートと同様に，敵封的な徴税官に

よって園庫の取り分を増やされている。そして，この場合重要なのは， この割

り増し算定を徴税官による不嘗な行震とみなすアリー・ブン・イーサーに劃し

て，イブン・アルフラートの側はあくまで，これをアリー・ブン・イーサーに

よる不嘗な不燐いに劃する追徴であるとの立場を崩していないことである。

自分の私領地における園庫の取り分を低く設定しそれを正嘗な額とみなす

アリーと， より高額な取り分を想定し，その差額はアリーによる園庫の取り分

の侵害/不携いであるとみなすイブン・アルフラートの封立は，結局のとこ

ろ， どちらが正しし、かという問題ではなく，爾者の力関係と政治的なバランス

制森本公誠氏によれば，アッパース朝財政におけるイスティスナーとは，政府穀物質

却の際の利権料のことを言う (rエジプト税制j史J428-429頁)が， ここではそのよ

うな意味ではなく，皐なる徴税菟除額を意味している。

伺 al-Wuzara'，pp.320-321. 
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感費によっていると考えられる。それゆえに，この場合は，イブン ・アルフラ

ートの側が，あくまでアリーによる侵害という自らの主張を保持しつつ 2高

ディ ーナールの追徴克除と L、う措置で，雨者の安協を困っているのである。

このように政権捻嘗に関わるような有力者においては，しばしば園庫の取

り分の停止や減額が行われたが，その失脚に伴って追徴や増額が行われ，最終

的な取り分の設定はあくまで政治的なテクニックの問題としてまかされてい

た。有力者が大土地所有を背景として克税特権を入手し園家財政を謹食する

とし、う見方は，ある側面では正しいが，それと同時に克税地，減税地において

も，結局のところ園庫の取り分は凍結して存在し，政治献況に雁じて直ちに復

活/回牧される側面も存在した。しかも，その際には克税/減税の既得権を正

嘗とする側と， 回牧/増税を正賞とする側が， 客観的な判断基準もなく針立

し，壁方の主張を政治的な手法で解決したのである。

(2) 正嘗性の封立と書記術

今までみてきたように，園庫の取り分は徴税官や私領主の行動によって，本

来の分配比率から重くも軽くもなり得た。また有力者の場合には，園庫の取り

分そのものを買力によって停止したり，イーガールやタスウィーグといった公

的な手段によって，削減/停止することも可能であった。

しかし 一方で有力者の闘庫の取り分は， その政治的影響力の低下ととも

に，凍結を解除されて追徴され，また，その追徴額自睡も，その正賞性をめぐ

って政治的な手段で決定されるものであった。これと同様に，領主や徴税官に

よる不嘗な取り分の加増にたいして，耕作民や領主が園家に封して訴えを起こ

すのが，マザーリムであり，それを裁くマザーリム法廷であった。

法事的には，カーディ-qacliの裁くシャリーア shar山法廷はシャリーア

に関わることしか扱うことができない。ハラージュの額はシャリーアが定めた

ものではないため，ムカ ーサマの配分の問題はマザーリム法廷で扱うことにな

る。ここにも，超現買的な理論としての法事と現買のギャップを埋めるものと

して「書記の規則」が登場する必然、性が存在していた。そ して，ここ で注目す

べきは， 先ほどのディヤール ・ラビーウの例で， ウシュルの 4倍の増額とい
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う，本来シャリーアで定められたザカーの額の獲更が，マザーリム法廷に訴え

られていることである。このこともまた，すでにカティーアのウシュノレの性格

が，法事的なザカーではなく，書記術的なムカーサマの配分額として慮理され

ていることを示す傍誼となろう。

このマザーリム法廷は，徴税の現場で生じる園家の不正に封抗する，事責上

唯一の公的な手段であった。しかし，その最大の特徴は，その寅行者が本来の

カリフから，現賓の園家の施政を措嘗する宰相と，それを支える書記/官僚群

に移行していたことであろう。このことは，以下の例が如買に示している。

宰相カースィム・ブン・ウバイドッラーの時代に，書記だったイブン・アル

フラートはマザーリム法廷を携嘗していた。そこへ，元の徴税官ターイーによ

って規定を重くされた rasmthaqqala-hu 'alay-hi al-Ta'i人物があらわれ，

昔の軽い規定 rasmqadim khafifに戻すように訴えた。これに劃してイブン・

アルフラートは， これはターイーが，公正 al々 dlと信頼 al-thiqaと，耕作地

整備への洞察 al-basirabi asbab al-'imaraをもって決めたことであり，これに

よって財政が豊かになり，拭況がよくなり，人々が彼をたたえ，物事がたちゆ

くようになったので、あるから，これを襲えるわけにはいかない， として訴えを

却下した叱

一方，また別の時に，別の人物があらわれて，ターイーによって軽減された

規定 rasmal-τ的を貫行するように訴えた。これは，ターイーが，そのダイア

はそれ以上の負携に耐えられない al-clay'ala tactamil ghayr-huと剣断して，

重い規定から軽減したもの rasmthaqi1 khaffafa・hual-τ的であったが，その

後反劃にあって元に戻されたのであった。これに劃してイブン・アルフラート

は，ターイーはアブー・バクル AbuBakrやウマル‘Umarやアリー‘Aliら

正統カリフたちのような，我々がその事跡に従うべき人物ではなく，徴税請負

人 clamin'amalでしかない。彼は自分の意見を都合の良いように剣断した

ra'aya ma ra'a・hu]:J.azzan li nafs-huのであって，御上 al-sultanが彼の決定

に従う必要はない，として訴えを却下した刷。

~~ al-Wuzara'， pp.123-124. 
帥 al-Wuzara'，p.125. 
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このふたつの裁定にみられるのは，驚くべき論理の柔軟性・恐意性である。

既述のように，イブン・アノレフラートは， ターイーが軽減したタリーク・ホラ

ーサーン等の地匿のタスクを「完全なタスク Jに戻しているが，法撃に基づい

たこの際の論理も，他の二例の論理となんら襲わらず，あくまで彼の政治目的

(財政保全〉を達するための政治的口買でしかなかった。

このようなイプン・アルフラートの措置を回顧して，宰相になったばかりの

イブン・ムクラ IbnMuqlaは「彼は雨者に二枚舌を用い bilisan ghayr al-

lisan al-akhar，財政を緊縮し shu}:l}:l'ala al-amwãl，護ったので、ある}:lif~ la-

haJと評した。彼は，宰相としてのイプン・アルフラートを「現世と王園から

重荷を投げかけられ，それを持ち上げた人物」と稿揚し， 自分たちはそれを見

習って育ったのであり 「宰相の仕事 ‘amalal-wazirとは卑賎なもの dhalilで

ある」と語ったという例。

つまるところ，マザーリム法廷は園家の不正を暴色弱者を保護する機関で

はなく， 園家の園盆を守り， そのために不都合な因子(例えば，園盆に害を輿え

る行動をとる徴税官)を排除する機関なのであった。逆に言えば，何が園盆であ

るかの基準によって，マザーリム法廷の剣断の基準も大きく襲わり得たのであ

る。

マザーリム法廷とは異なるが，何を園盆と考えるかによって基準が大きく襲

わりえることを示す好例が存在する。それは，イブン・アルフラートの徴牧し

た賄賂の性格についてである。

イブン・アノレフラート第 2期宰相罷克後の審聞において，アリー・フン・イ

ーサーはシリアの鱒督であったマーザラーイ-al-Madhara'iを通じて， イブ

ン・アルフラートを糾弾した。彼は宰相第 1期の 4年聞に，毎月 1寓ディーナ

ール(計44高ディーナール〉の賄賂 al-marafiqを受け取り， また第 2期には賄

賂鹿 diwanal-mara五qを設けて，受け取った賄賂をカリフに還付していたの

である。また，マーザラーイーはイブン・アルフラートが第 1期に75寓ディー

ナールを徴牧したエジプトの穀物買却利権料 malal-istithna'を，アリーは4

年聞に年10寓ディーナール(計40寓ディーナーノレ〉しか徴牧しなかったことを詮

fJl) al-Wuzara'， pp.123， 125. 
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言した問。

これに劃してイブン・アルフラートは逆に月 1蔦の賄賂について，マーザラ

ーイーはアリーの宰相時にも「これらが嘗然徴l枚されるべき金 amwalwajib 

istikhraj-haであることを認識していたはずで、ある」問と主張し， rもしおまえ

がアリーにその期聞の賄賂 al-marafiqを迭金していたのなら， アリーに〈そ

れをカリフに排済する〉義務がある冶lay-hiのであり，もし迭金していないの

なら，おまえにその義務がある」と指摘した。さらに彼は，自分の任期とアリ

ーの任期では規則 l;lUkmが同じであるので， アリーの任期45箇月の賄賂 (45

寓〕プラス穀物責却利権料の差額 (35寓〉の合計80高ディーナールをカリフに

支挽う義務がある wajibli Amir al-Mu'mininと主張したので、あった例。

ここでは，すでに，賄賂の徴牧を不正として弾劾するアリーと，賄賂の徴牧

を義務と考えるイブン・アルフラートの園盆をめぐる封立がみられるが，衣の

例では，これがさらに明確になる。

ハーミド・ブン・アルアッパース宰相罷克後の審問で，新宰相イプン・アル

フラートは質質の園政措嘗者であったアリーに劃して，その施政を批判し，

「私が宰相第 2期にカリフに遣った makuntu a"Qmilu・hu毎月 4高5000ディー

ナール〈の賄賂)Jを迭らなかったのは「おまえが着服した il).tajantali nafs-

kaか，怠慢 tafrit-kaによって損失した aq.a'ta-huかである」と糾脅した。こ

れに劃してアリーは， rあなたが選った4高5000ディーナーノレの賄賂 kunta

tal).milu-ha min al-marafiqに閲して言えば，徴税官たちに劃する賄賂〈の徴

牧〉についてあなたと同じ意見を持ったことがなし、J rそれは(園庫の〉取り

分 al-l).uquqに害を興え，村々 al-biladを荒慶させ，農民 al-ra'iyaに不正

事ulmを及ぼす遣いriqである」と答えたのである叱

ここにおいて賄賂の徴牧は，農村に被害を及ぼす不正と，カリフに劃する義

務としての公正の聞を揺れ動いている。アリーにとってはその徴牧が不正であ

り，イブン・アルフラートにとってはその不徴牧が怠慢である。雨者は農村振

伺 al-Wuzarグ， pp. 106-107; Miskawayh， 1， p. 61.賄賂聴については Miskawayh，
1， p.42. 

拘 Miskawayh，1， p.61. 
(l~ al-Wuzara'， p.107. 
同 al
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興中心政策と園家財政中心政策の路線で劉立し， どちらを園盆とするかで賄賂

の性格も異なる問。 その判断基準は存在せず，ただ彼らの政治力のみがその性

格を決定しているのである。そして，イブン・ムクラの評債や「イブン ・アル

フラートはアリー ・ブン ・イーサーよりも王園の政治には適している」とい う

宰相ハスィービーの評債にみるように"~， 多くの宰相たちの支持を得たのは，

イブン・アノレフラ ー トの「卑賎な」現買路線であった。

マザーリム法廷における裁定基準や，園庫の取り分の認定においても，結局

は同様の現象をみることができる。

アリ ー ・ブン・イ ーサーは，ファールス地方の不正な追加税徴牧と果樹栽培

農民への課税漏れに抗議する穀物栽培農民の訴えを容れて，追加税を底止し，

果樹栽培農民に劃しては軽減されたノ、ラージュを賦課した同。 また，既述のデ

ィヤール ・ラビーウのターニーや耕作民による訴えにおいても， クーファの果

貫買却のムカ ーサマ施行に関する訴えにおいても，アリー・ ブン ・イーサーは

農村振興策の路線をまもり，徴税官に不正の是正を指示している。

これに針してイブン・アルフラートらは，ターイーの例にみるように基本的

に私領地における分配を政府に有利に固定化する一方で，官僚たちにとって，

特殊な正嘗性があると考えられる場合には，特別な配慮、を行 うことがあった。

元宰相アッパース ・ブン・アノレハサンの従兄弟である男が， 最初身元をあか

さずにイブン・アルフラー卜に，月15ディーナールの支給を命す.る文書の賀行

を依頼したところ， イブン・アルフラートは歯牙にもかけず，男の逮捕と慮罰

を命じた。しかし彼がその身元をあかすと，イブン ・アルフラートの態度は

豹獲し，一轄し支給の賓行と3000ディルハムの前渡しが決定されたという問。

また， 元宰相ムハンマド・ ブン ・ダーウ ドの息子の妻であり ， アリ ー・ ブ

ン・ イーサーの妹のアスマー Asma'の生活が困窮したときには， 上申によっ

伺 アリー ・ブン ・イーサーが農村振興を閣政の基本と考えていたことについては，
Bowen， H.， The Life and Time of ‘Ali ibn 'Isa， Cambridge， 1928を参照。

開 al.Wuzara'， p.98.一方，アリー・ ブン ・イーサーは宗教心に優れ， 高潔で，金に
きれいで，作文能力においてはイプン・アノレフラートの及ぶところではないと評され

ている。
伺 al-Wuzara'，pp. 366-372; Nish回 ar，VIII， pp. 120-130. 

(1~ al-Wuzar丘"p.224. 
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てイブン・アルフラートがムハンマド・ブン・ダーウドのダイアの返還と毎月

の生活費の支給を決めている。ところが，アリー・ブン・イーサー自身は宰相

に就任すると，妹に封するこれらの特別慮置を取りやめてしまっている側。

さらに，バグダードのターリプ家のアブー・アフド γ ラー・アノレムーサウィ

-Abu 'Abd Allah al-Musawiが，マザーリム法廷にダ、イアの侵害を告訴した

ところ，宰相イブン・ムクラが小褒20クッノレ，大褒20クッルを現物補填した。

これを参列者をはじめ，アリー・ブン・イーサーも褒め稽えたが，これに劃し

てイブン・ムクラが「なぜ，あなたはご自分の宰相時にこうされなかったので

すか」と訊ね返したところ， i紳よ，宰相を護り賜え」と答えて去ったという例。

これらによって分かるのは，イブン・アルフラートらの宰相たちが，宰相の

血縁やターリブ家のものなどに劃する特別措置を，一定の正嘗性を持つものと

みなしていたことであり，ここでもアリー・ブン・イーサーは，私人としての

感想はともかく，宰相としては，そのような措置の正嘗性を認めていなかった

ということである。そして，このようなイブン・アルフラートらの正嘗性の感

賓が，自由に用いられた場合，イフン・アルフラート兄弟のようにマザーリム

の賞事者性を自らの擢盆の保全に用いることもあり得た。

彼らが多くの御上のダイアを重量食して，その分配率を下げたのは既に述べた

とおりであるが，これに警守するマザーリムへの告訴を，嘗の書記官アブー・ア

ノレアッパースが口買を設けて，度々その引き延ばしを園り，ついには原告によ

って「どうして〈不正によって利盆を受けている〉嘗のアブー・アルア γパー

ス本人が」自分のために不正を行っている徴税官の召還に雁ずることがあろう

か， と非難されている叱

また，イスターンに襲換されそうになった元ズバイダ所有のカティーアにつ

いて取り扱ったイブン・アルフラートは，その地がカティーアであることを確

定したが，買は，その私領地の一部は，共同所有地 wahum shuraka'iとして

イプン・アルフラート本人の所有するところとなっていた倒。

制 al-Wuzara'，p.166. 
Íl~ al羽Tuzara'，p.353. 
倒。l-Wuzara'，p.276. 

制 al
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このように，マザーリムの裁定は，明らかにマザーリムの嘗事者自身の利益

となることがあった。その意味では， マザーリム法廷の主催者である官僚群

は，園盆の代表者であると同時に，最大の受盆者でもあったのである。

先に述べたアリー・ブン・イーサーの園庫の取り分の追徴の場合には，園盆

としてアリーの取り分を不排いとして徴牧しようとするイブン・アノレフラート

と， 自らの利盆を守るため嘗初の額を正賞とするアリーが樹立した。その劃立

の中では，遁徴額は正嘗な不排い徴.l&とも，不嘗な加増とも性格附けする事が

可能であった。

これらの賦況を備敵して考えると，ハラージュ地， ウシュル地とし寸法撃的

な規則が，イスターンとカティーアというムカーサマの分配比率をめぐる書記

の規則へと聖堂、換され，そのような書記術のテクニックをも用いながら，園家の

官僚群が，濁自な正嘗性の感魔を元に，あらゆる階層の私領地に劃する園庫の

取り分を確保または削減し，さらに，猫自の基準と政治的な手段に基づいて，

園家と私領の相互関係を決定していたことがうかがえる。

このような朕況は，特に， どの官僚がその時黙でもっとも政治的影響力を保

持しているか，によって大きく左右された。より強い影響力をもっ人物の保持

する正賞性の論理が，その時期の園家と私領主の関係を決定するのであり，そ

して，ア γパース朝の後期の混筒Lした政治朕況では，その有力者の影響力がた

えまなく増減したので、ある。いわば，政治献況と，園家/私領主関係が常に連

動し，それがさらに次の流動性をもたらすものとなったといえよう。

5 おわりに

最後に，園家と土地の私有の開係について，以上の論黙を踏まえてもう一度

考えてみたい。

アッパース朝園家においてこのような閲係を検討する際に問題となるのが，

土地の私有に関する概念の特殊性である。すなわち，ムスリムからの租税徴l投

を貫行するために園家的土地所有理論を護達させたアッバース朝において，理

論的には土地は園家のものである。しかし，現貫的には「土地の主 arbabal-
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arむ という言葉が示すように土地はまず農民のものであり， また地主のもの

であって，その事責上の所有権は彼らに存在していた。前稿「アッパース朝法

事史料における土地のラカバと用盆擢」において検討したよ うに，法事的には

このような暖味な用盆権/所有擢はラカパと呼ばれている。しかし，法撃的議

論はどうあれ，現買と理論の上で、所有権が食い遭っていたことは， I私領地」

概念にもまた，揺らぎをもたらすことになったと思われる。

この現賓の土地所有のあり方と法掌理論の食い違いに由来する混観に拍車を

かけたのが，現賓と法事理論の妥協を園るべく生み出された， I書記術の規

則」の存在である。

園家の所有するハラージュ支梯いのアンワ地と個人の所有するザカー支梯い

の私領地という法撃的封立は， I書記の論理」による，ハラ ージュ支燐地の私

有化の進行と，分配比率の襲警動によるウシュルのザカー性の喪失のなかで，現

質的な意味をもたなくなった。

ファールス地方の果樹栽培者にミサーハのハラ ージュを賦課する際には，果

樹栽培者たちは，そこが私有地 amlak であり 「ハラージュを賦課されると

mata iltazamat al-kharaj土地の債値がなくなってしまう batalatqimat-haJ 

といって抵抗した例。 ムカ ーサマのサワードの場合にも， もともとハラ ージュ

支排L、かウシュル支排いかの遣いしか存在しなかった自作農地においては，分

配率の獲動によって固有地と私有地の遣いは限りなく意味を失っていったであ

ろう。

このようななかで，法事理論としての園家的土地所有理論は，書記術による

税率配分決定のさいに緊急出動的に根援を輿える便利な道具にすぎなかったと

いえよう倒。現質には，そのような配分や圏庫の櫨利の徴牧は，その時期の政

権を構想する政策集圏と私領主との閥わり，特に政治的影響力の大小や正首性

の主張の中で決定されたのである。

そして税J&イクターや徴税請負のような「圏庫の取り分」を軸とする徴税業

務は，このような私有権の陵味になった土地に，私有・園有の差を無視して土

倒 al

制 alι-Wuzar丘グ" p即p.36臼5-3お68.ここではアンワ地であることが，ハラ一ジユ課税の根蟻

として用いられている。
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地への支配力を貫徹させるには最適であったと思われる。プワイフ朝において

軍事イクターがターニーなどの土地を吸牧しつつ支配を確立していくには，こ

のような側面も存在したものと考えられよう。

以上，本稿の考察の上で，おぼろげながらその姿をみせたのは， i恋意的」

「長期的覗野にかける」といわれたアッパース朝後期の財政業務が門 官僚集

圏の力事と正賞性への感費/論理性のなかで， 自分たちもまたその嘗事者であ

る私領主との関係を含みつつ，複雑に嬰化して L、く過程であろう。本稿におい

ては，書記/官僚と書記術のみに焦貼をあわせたため，その過程を検討するこ

とはできなかった。軍人や商人，徴税請負人などを含んだ政治史的枠組みのな

かで，この過程をとらえ直すことが衣の課題となるであろう。
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These consisted of（Ａ）sｏｍｅfour million g双ａれs,(B) some one million

guans, and (C) some　two　million　ｇtｉａｎs.　Besides,there　were the

miscellaneous monetary receiptsup to some one million guans collectedin

the metropolitan area. Only in accordance with statutory directions the

local governments saved and used several times as much money as the

central government.

‘THE RIGHT OF THE STATE TREASURY' ON

PRIVATE ESTATES IN THE ABBASID PERIOD

Shimizu Kazuhiro

　　

It is widely accepted that in the later‘Abbasid period, many landed

estates had been formed by way of purchase, reclamation, contribution and

enclosure. Most of the landholders made every effort to the land tａχ，as

they tried either to be exempted from it or to be permitted to pay ａ

decreased丘χed sum. As ａ result, the government gradually lost its ability

to collect the tａχ，which led to increased local power and eventually to

independence.

　

It also opened the way to the establishment of the military

iqばａ system in the Buwayhid period.

　　

But l　suppose that it is not appropriate to underestimate the　tａχ

collecting ability of the‘Abbasid government. While landholders tried to

escape from the tａχlevy, the government had assigned ｈａｑｑha:μｄ一肥砿

or‘the right of the state treasury (i. e.the land tax)' to almost every estate,

and made actual effort to collect this tａχ. We must therefore investigate

how the value of these tａχeswere estimated and levied.

　　

In the Sawad districtin Iraq, the Ｋｈａｒａ]or land tax had been raised

as a fixed percentage taken from the output of crop (jnuqasama). In this

system of taxation, two different types of percentages were used.　These

were called isほn (50 percent or half of the output) and qatl'a (10 percent

or one tenth of the output).　The percentage called 卯μ‘αis equivalent

to 'ushr (the tenth) which, in accordance with Islamic law, was imposed

upon private estates in the form of alms （ｚｄｋａ').But aside from the legal

theory, government officials created another logic in which　9叫ね（the
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tenth) was calculated ａsヽthe fifth of iｓほれ(the half).　By using this

logic, called‘the secretarial rule', 'ushr (the tenth) which had its
legal

origin in alms was treated as ａ part of the khaｒａｉor land tax because its

one tenth became only ａ percentage ｏｉ　ｍｕｑａｓａｍａtaxation.Simultane-

ously the distinction of the legal status of state domains which pay 随『ａｉ

as ａ land tａχand personal domains which pay ゜１もｓｈｒａｓalms had lost its

meaning, as now 由ｅ tenth had become ａ part of the fehaｒaj｡

　　

At the same time, landowners and the state confronted each other in

attempting to establish the most favorable tａχconditions for themselves.

Sometimes several influential landholders ■wereprivileged by ａ tax exemp-

tion or a tax decrease. But even in such cases, as they lost their political

power, 'the rights of the State Treasury' had to be reimposed and reacquired

by means of confiscation or governmental inquiry and trials. In these

trials,landholders who regarded their privilege to be ｅχempt from tａχation

or subjected to ａ reduced tａχas ａ right and governmental officers who

insisted on its confiscation as a proper means to revive 'the right of the

State Treasury' showed keen antagonism without any objectivity. They

eventually solved their confrontation by means of ａ political compromise.

THE FOOD SHORTAGE AND JAVANESE SOCIETY

　　　　　　

AT THE END OF 1910'SAND 1920

Uemura Yasuo

　　　

The food situation in Indonesia worsened seriously due to the decrease

of rice import from the end of 191O's to 1920. The Dutch Colonial Govern･

ment tried to overcome the difficulties through increasing the food produc-

tion and regulating its circulation. As ａ result, food crisis was avoided in

Indonesia. In Java and Madoera the Colonial Government tried to restrict

inter-regional rice trade, and bought up rice directly from the peasants for

distribution. But when they fiχedthe ｍａχimum rice price and tried to force

the traders to accept it, they met with stiffresistance. The ｍａχimum price

was hardly followed and the “smuggling” of rice was in vogue.　The

fundamental reason for the resistance lay in the inconsistant policy of the
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